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青森県監査委員 林 忠 男

同 鶴 賀 茂 世

同 小比類巻 雅明

同 平 山 誠 敏

１ 監査箇所名 新産業創造課

２ 監査対象事項 新産業創造課の平成16年度会計補助金に係る財務事務の執行状況

３ 措置内容
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監 査 結 果 措 置 の 内 容

新産業創造課におかれては､ 今回の監査結
果等を踏まえて事務手続上の問題点を究明す
るとともに､ 早急に改善策を講じる必要があ
る｡

新産業創造課において､ 直ち
に事務手続の問題点の究明を実
施した上で､ 以下の各項目に係
る改善策を盛り込んだマニュア
ルを作成し､ 職員に周知した
(平成18年３月15日) ｡
また､ 今後は､ 毎年度､ 補助
金担当職員の課内研修を実施す
ることとした｡

なお､ 補助事業の執行にあたっては､ 特に
下記事項に留意又は検討されるよう要望する｡
１ 交付決定等の事務手続を年度末になって
から実施した結果､ 審査が不十分であった
り､ 事務手続のミスがあったり､ 計画した
事業の一部が実施されないなどの弊害が生
じていることから､ 年度末になってからの
事業執行は極力避けること｡
２ 補助事業の遂行面に重点がおかれるあま
り､ 交付決定及び実績報告書の審査や現地
調査の確認事務がおろそかになっている面
があるので､ これらの基本的な事務を確実
に行うこと｡
特に､ 交付申請にあたっては補助事業者
の事業遂行の資金力を確認するための資料
添付を徹底させるとともにこれに対する審
査を十分に行うこと､ 実績報告書には原則
として補助対象経費に係る支払証拠書類の
写しの添付を求めること､ 現地調査におい
ては機械類の製造番号や型式を確認､ 記録
し写真を撮るほか､ どのような書類を確認
したのかを詳細に記録させ､ 調査結果を文
書で報告させること｡
３ 補助金の交付条件として､ 補助事業によ
り取得した財産について一定期間処分制限

１について
年度末になってからの事業執
行は極力避ける旨､ 商工労働部
長から課長会議を通じて部内職
員に対して指示したことに加え､
新産業創造課長からも課内職員
に対し改めて指示した (平成18
年３月13日) ｡
２について
新産業創造課において､ 補助
金執行の基本的な事務を確実に
実施するためにマニュアルを作
成した (平成18年３月13日) ｡
� 交付申請に当たって補助
事業者の事業遂行の資金力
を確認するための資料添付
及び審査について当該マニ
ュアルに明記

� 実績報告書には原則とし
て支払証拠書類の写しの添
付を求めるべき旨を当該マ
ニュアルに明記

� 現地調査において機械類
の製造番号や型式を確認､
記録し､ 写真に撮るほか､

を課しているものや､ 補助金交付後におい
ても報告や届出を義務づけているものがあ
るが､ 補助金交付台帳を作成してこれらの
条件が適正に順守されているかを管理して
いくこと｡
４ 交付要綱に ｢補助金に係る消費税及び地
方消費税に係る仕入控除税額｣ に関する規
定を設けているが､ 必ずしも正しく処理さ
れていないので､ 補助事業者から確認資料
を提出させるなどして補助金交付額に誤り
のないよう適正に処理すること｡
５ 組織改正に伴う事務事業の所管換えによ
り､ 補助事業の交付決定をした課と補助金
の額の確定及び現地調査をする課が異なる
状況がみられるが､ 事務事業の正確性を期
すとともに責任の所在が不明確とならない
ように配慮すること｡

調査結果を文書で報告すべ
き旨を当該マニュアルに明
記

３について
処分制限財産や報告・届出義
務に係る補助条件の遵守につい
て､ 台帳を作成して管理すべき
旨を当該マニュアルに明記した｡
４について
消費税等仕入控除税額に係る
適正な処理について当該マニュ
アルに明記した｡
５について
事務事業の所管換えの際に､
適正な事務処理及び責任の所在
の明確化のため､ 適正に引継を
行うべき旨を当該マニュアルに
明記した｡

１ 交付申請書に交付要綱で
定めている添付書類が添付
されていないのに交付決定
しており､ 補助金の交付決
定の際の審査が適正に行わ
れていない｡
(添付されていない書類)
� 補助金の交付に関する
規程等の写し

� 予算議決書の写し
� 事業実施主体の組織及
び運営に関する規定等の
写し

交付要綱において添付書類を
適切に規定するとともに､ 添付
書類を確実に確認・審査するよ
う徹底した｡

２ 交付要綱に不明確な規定
がある｡
(不明確な規定)
交付要綱に ｢間接補助事
業者は､ 間接補助金により
取得した財産を補助金の交
付の目的に反して使用し､
譲渡し､ 交換し､ 貸し付け､
又は担保に供するときは､
補助事業者の承認を受けな
ければならないものとする
こと｡ ｣ と規定しているが､
取得財産とは何か規定して
いない｡

交付要綱において､ 間接補助
事業者に係る取得財産の定義を
明確に規定することとした｡

平成16年度子
ども創造性育
成活動支援事
業費補助金

３ 実績報告書に少年少女発 補助事業者 (発明協会青森県
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明クラブごとの補助対象経
費の支出内容が記載されて
いないほか､ �発明協会青
森県支部の補助金について
も補助対象経費の支出内容
が記載されておらず､ 実績
報告書の内容が不十分であ
る｡

支部) に対し､ 実績報告書への
詳細な支出内容の記載を指導す
るとともに､ 間接補助事業者
(少年少女発明クラブ) から補
助事業者に対して支払証拠書類
の写しを提出させ､ 補助事業者
において適正に審査するよう徹
底した｡
また､ 補助事業者の支出内容
が判断できる書類を実績報告書
に添付させることとした｡
また､ 18年度からは､ この取
扱いを交付要綱等に明記するこ
ととした｡

４ �発明協会青森県支部に
対する現地調査が適切に行
われていない｡
(現地調査が適切でない点)
� 実績報告書が提出され
る前に調査していること｡

� 間接補助事業者である
少年少女発明クラブから
�発明協会青森県支部に
提出されている実績報告
書に支払証拠書類が添付
されていないため､ 少年
少女発明クラブの支出内
容について実効性のある
調査がされていないこと｡

３月に現地調査を実施すると
ともに､ 実績報告書の提出後に
は､ 実績確認のための現地調査
を改めて実施することとした｡
また､ 間接補助事業者 (少年
少女発明クラブ) から補助事業
者 (発明協会青森県支部) に対
して支払証拠書類の写しを提出
させ､ 実効性のある調査を実施
することとした｡

【監査結果に添える意見】
実績報告書に補助対象経費
に係る支払証拠書類の写しを
添付させることとし､ 交付要
綱上明記すること (間接補助
についても同様) ｡

実績報告書に支払証拠書類の
写しを添付すべき旨を交付要綱
上明記することとした｡ 間接補
助金についても同様の措置を講
ずることとした｡

１ �発明協会青森県支部に
対する現地調査が適切に行
われていない｡
(現地調査が適切でない点)
� 実績報告書が提出され
る前に調査していること｡

� 現地調査後の支出556,319
円について調査していな
いこと｡

３月に現地調査を実施すると
ともに､ 実績報告書の提出後に
全ての実績を確認するため､ 改
めて現地調査を実施することと
した｡

平成16年度青
森県特許情報
利用促進事業
費補助金

【監査結果に添える意見】
実績報告書に補助対象経費

実績報告書に支払証拠書類の
写しを添付すべき旨を交付要綱

に係る支払証拠書類の写しを
添付させることとし､ 交付要
綱上明記すること｡

上明記することとした｡

平成16年度青
森県地域新産
業創出総合支
援事業費補助
金

【監査結果に添える意見】
実績報告書に補助対象経費
に係る支払証拠書類の写しを
添付させていないうえ､ 補助
事業者に対する現地調査も行
わずに補助金の額の確定をし
ているので､ 実効性のある方
法により確認をしたうえで補
助金の額の確定をすること｡

本件補助金は､ 平成17年度か
ら経営支援課に移管されており､
当該課において､ 現地調査によ
り証拠書類等の原本を確実に確
認することとした｡

【監査結果】
交付要綱上､ ｢補助事業に

要する経費の配分の変更をす
る場合において､ あらかじめ
事業変更承認申請書を知事に
提出してその承認を受けるこ
と｡ ただし､ 人件費に係る時
間外勤務手当､ 光熱水費及び
通信運搬費等の軽微な変更を
除く｡｣ と規定しているにも
かかわらず､ 変更承認手続を
していないものがある｡

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されており､
当該課において､ 必要な変更承
認手続をとることとし､ 来年度
以降は､ 承認を要する変更に係
る条件を適切なものに見直した
上で要綱を制定することとした｡

【監査結果に添える意見】
１ 実績報告書に補助対象経
費に係る支払証拠書類の写
しを添付させていないうえ､
補助事業者に対する現地調
査も行わずに補助金の額の
確定をしているので､ 実効
性のある方法により確認を
したうえで補助金の額の確
定をすること｡

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されており､
当該課において､ 現地調査によ
り証拠書類等の原本を確実に確
認することとした｡

平成16年度青
森県地域結集
型共同研究事
業費補助金

２ 平成17年度から担当課が
新産業創造課から工業振興
課に移ったことに伴い､ 平
成16年度に係る実績報告書
の収受以降の事務を工業振
興課で行っているが､ 補助
金の額の確定にあたり実績
報告書の内容を十分に確認
しているとは認めがたいこ
とから､ 事務の引き継ぎに
あたってはこのような問題

事務の移管に際しては､ 事務
事業の正確性を期すとともに､
責任の所在が不明確とならない
よう､ 事務引継を適切に行うこ
ととした (平成18年３月16日付
け商工労働部長通知) ｡
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が生じないよう留意するこ
と｡

【監査結果 (共通) 】
１ 平成17年３月７日に開催
した ｢青森県環境・エネル
ギー関連技術開発補助金事
業認定委員会｣ (県職員３
名､ 有識者２名の計５名で
構成｡ 以下 ｢認定委員会｣
という｡ ) において､ 東北
東京鐵鋼㈱と㈱コーミック
スジャパンを補助金交付対
象者として妥当と認定して
いるが､ 審査基準である
｢事業を確実に遂行するた
めに必要な人員及び設備の
確保が適切であるか｣､ ｢環
境・エネルギー分野におけ
る新製品の生産､ 販売又は
サービスの提供を目標とし
ているか｣､ ｢環境・エネル
ギー産業創造特区内で行わ
れる予定の研究開発である
か｣､ ｢研究開発の成果の利
用が具体的に計画されてい
るか｣ の諸点に対して認定
委員会がどのような判断の
基に㈱コーミックスジャパ
ンを妥当と認定したのかが
問題となるものの､ 会議録
が作成されていないため不
明である｡

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されており､
当該課においては､ 議事録を作
成し､ 保管している｡
また､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 審査会等の会議の開
催結果については､ 議事録を作
成し､ 呈覧し､ 保管することを
徹底した｡

平成16年度青
森県環境・エ
ネルギー関連
技術開発補助
金

２ 交付申請書に青森県補助
金等の交付に関する規則及
び本件補助金交付要綱で定
めている添付書類が添付さ
れていないのに交付決定し
ており､ 補助金の交付決定
の際の審査が適正に行われ
ていない｡
(添付されていない書類)
� 申請者の営むおもな事
業 (法人登記簿を添付さ
せているが､ ㈱コーミッ
クスジャパンの法人登記
簿は交付決定日後に提出
されている｡ )

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されている
が､ 当該課において､ 交付決定
の際の審査を適正に行っている｡
また､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 交付決定に際して､
定められた添付書類の確認を徹
底し､ 審査を適正に行うことと
した｡

� 申請者の資産及び負債
に関する事項 (認定委員
会の際の資料として直近
２期分の事業報告書又は
決算報告書が添付されて
いるが､ 交付申請書には
添付されていない｡ なお､
㈱コーミックスジャパン
の決算報告書は社名が異
なっており､ 社名変更し
たためとの説明を受けた
が確認資料が添付されて
いない｡ )

� 補助事業の経費のうち
補助金によってまかなわ
れる部分以外の部分の負
担者､ 負担額及び負担方
法

� 補助事業に関して生ず
る収入金に関する事項

� 機械装置・工具器具・
備品費及び外注加工費の
見積書 (添付されていな
いものがあるほか､ 交付
決定日後に提出されてい
るものがある｡ )

３ 交付決定の決裁が適正に
行われていない｡
(適正でない点)
� 部長決裁とするべきと
ころを次長が代決してい
る｡(決裁日当日､部長出
勤｡ )

� 出納長合議するべきと
ころをしていない｡

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されている
が､ 当該課において､ 専決権者
が決裁を行っている｡
また､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 交付決定については
専決権者の決裁を徹底すること
とした｡

４ 補助金の額の確定の決裁
が適正に行われていない｡
(適正でない点)
課長決裁とするべきとこ
ろをグループリーダーが代
決している｡
(決裁日当日､ 課長出勤｡ )

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されている
が､ 当該課において､ 額の確定
は専決権者が決裁を行うことと
した｡
また､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 額の確定については
専決権者の決裁を徹底すること
とした｡

５ 補助金の額の確定にあた
り現地調査しているが､ 調

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されている
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査結果が文書で報告されて
いないため現地で調査した
内容が不明である｡

が､ 当該課において､ 現地調査
の結果を文書で報告することと
した｡
また､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 現地調査の結果につ
いては文書を作成し､ 報告・呈
覧し､ 保管することを徹底した｡

【監査結果 (㈱コーミックス
ジャパン) 】
１ 補助事業を実施する資金
に問題があるのに交付決定
している｡
(資金に問題がある点)
認定委員会時の添付資料
である直近２か年の決算報
告書からは事業を実施する
だけの資金はないと判断さ
れる｡

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されている
が､ 当該課において､ 補助事業
者の資金を慎重に審査している｡
また､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 補助事業者の資金に
ついて､ 関係資料を徴取し､ 慎
重に審査することとした｡

２ 現地調査が適切でないほ
か､ 調査結果が文書で報告
されていない｡
(現地調査が適切でない点)
� 高額機械である含浸装
置の確認をしたというこ
とであるが､ 結果的に全
く別な機械を見せられて
おり､ 調査方法に問題が
あること｡

� 防水処理装置について
は確認をしておらず､ 現
地にあったのかさえ不明
であること｡

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されている
が､ 当該課において､ 現地調査
の結果を文書で報告することと
した｡
また､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 現地調査を適正・確
実に実施するため､ その留意事
項を定め､ 徹底した｡

３ 実績報告書の審査が不十
分である｡
(実績報告書の審査が不十分
な点)
� 事業の一部が行われて
いないことが記載されて
いるにもかかわらずその
まま補助金の額の確定を
し､ 補助金を交付してい
る｡

� 補助対象経費の中に税
込金額のものと税抜金額
のものがあるにもかかわ
らず税込金額と税抜金額

本件補助金は､ 平成17年度か
ら工業振興課に移管されている
が､ 当該課において､ 実績報告
書の審査を十分に行うこととし
た｡
なお､ 新産業創造課において
は､ 今後､ 実績報告書の審査を
適正に実施することを徹底する
とともに､ 消費税等仕入控除税
額の処理について留意事項を定
め､ 徹底した｡

の合計額の２分の１を補
助金額として確定してお
り､ 補助金に係る消費税
及び地方消費税に係る仕
入控除税額の取扱いが適
正でないため補助金確定
額に誤りがある｡

【監査結果に添える意見】
１ 認定委員会の会議録を作
成すること｡

審査会等の会議の開催結果に
ついては､ 議事録を作成し､ 呈
覧し､ 保管することを徹底した｡

２ 交付要綱で補助事業によっ
て取得した財産について処
分制限を課しているが､ 補
助金交付後に処分制限を受
ける財産の状況確認をして
いないので確認すること｡

処分制限財産に係る補助条件
の遵守について､ 台帳を作成し
て管理することとし､ その統一
様式を定めた｡

３ 交付要綱で補助事業者が
補助事業に関して産業財産
権を補助事業年度又は補助
事業年度終了後５年以内に
出願等した場合届出を義務
づけているが､ 出願等の有
無にかかわらず毎年報告書
を提出させ確認すること｡

産業財産権に係る毎年の報告
について交付要綱に規定するこ
ととした｡

４ 実績報告書に補助対象経
費に係る支払証拠書類の写
しを添付させることとし､
交付要綱上明記すること｡

補助対象経費に係る支払証拠
書類の写しを添付させる旨を交
付要綱に規定することとした｡

５ 本件補助事業は２年度に
またがる事業についても対
象としており､ 16年度に交
付した２社についても16年
度､ 17年度の２年度にまた
がって事業を実施する計画
で交付申請され､ 交付決定
しているが､ ２社とも17年
度は事業を実施していない｡
16年度に交付した補助金
自体は16年度の事業実施分
ということで交付している
ことから､ 16年度の事業を
実施していれば17年度に事
業を実施しなくても16年度
の補助金は返還しなくても

複数年度にまたがることを前
提とした補助金にあっては､ 一
定の条件を付すことを検討し､
必要なものについては補助要綱
に条件として明記することとし
た｡
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よいとしているが､ ２年度
にわたって事業を実施する
という内容で交付決定して
いることからすると､ 補助
金交付の条件として､ 初年
度で事業を中止したことに
より当初の目的を達成する
ことが不可能となった場合
は､ 補助金の一部返還を求
めることができる旨の条件
を付すことについて検討す
ること｡

平成16年度青
森県医療・福
祉関連産業創
出育成支援事
業費補助金

【監査結果 (共通) 】
１ 交付要綱で補助対象事業
を一般枠､ 研究成果育成枠､
特別用途食品枠に区分し､
研究成果育成枠については
｢県内の大学等若しくは公
設試験研究機関又は産学官
の共同研究による研究成果
を活用して中小企業者等が
医療・健康・福祉に関連す
る商品の試作を行う事業｣
と規定しているが､ 交付申
請書に商品の試作に関して
明確に記載されていないも
のや実績報告書にどのよう
な商品の試作を行ったかが
明確に記載されていないも
のがあり､ 補助金の交付決
定及び額の確定の際の審査
が適切に行われていない｡
交付先７件､ うち一般枠
２件､ 研究成果育成枠４件､
特別用途食品枠１件｡
①交付申請書に商品の試作
に関して明確に記載され
ていないうえ､ 実績報告
書上どのような商品の試
作を行ったかが明確でな
いもの (かねさ㈱､ ㈱ダ
イレクトコミュニケーショ
ンズ)
②実績報告書上どのような
商品の試作を行ったかが
明確でないもの (㈱ジョ
イ・ワールド・パシフィッ
ク)

補助事業者に対し､ 交付申請
書及び実績報告書の適切な記載
について指導していくこととし
た｡

【監査結果 (かねさ㈱) 】
Ｈ17.4.22に現地調査して

いるが､ 同年４月27日支払予
定の人件費134,860円につい
て支払証拠書類の確認をせず
補助金の額の確定をしている｡

現地調査の際に確認できなか
った支払証拠書類については､
後日写しの提出を求めるなど適
切な調査に努めることとした｡

【監査結果に添える意見】
１ 交付申請書に添付させて
いる見積書や実績報告書に
添付させている支払実績書
については､ 添付を求める
のであれば交付要綱等に明
記すること｡

添付を求める書類を検討・整
理の上､ 交付要綱等において明
記することとした｡

２ 交付要綱で補助事業によっ
て取得した財産について処
分制限を課しているが､ 補
助金交付後に処分制限を受
ける財産の状況確認をして
いないので確認すること｡

処分制限財産に係る補助条件
の遵守について､ 台帳を作成し
て管理することとし､ その統一
様式を定め､ 管理状況の確認を
行うこととした｡

３ 交付要綱で補助事業者が
補助事業に関して工業所有
権を補助事業年度又は補助
事業年度終了後５年以内に
出願等した場合届出を義務
づけているが､ 届出の有無
にかかわらず毎年報告書を
提出させ確認すること｡

産業財産権について､ その出
願の有無にかかわらず報告書の
提出を交付要綱上で規定するな
ど､ 毎年度確認を求めることと
した｡

４ 実績報告書に補助対象経
費に係る支払証拠書類の写
しを添付させることとし､
交付要綱上明記すること｡

補助対象経費に係る支払証拠
書類の写しを添付させる旨を交
付要綱に規定することとした｡
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